
八尾商工会議所 ビジネスサポート融資 

参加金融機関・商品一覧表（平成２９年９月１日現在） 

    

法人企業がご利用できる融資 
 

大阪シティ信用金庫  

ご利用  

できる方  

①商工会議所の会員歴が２年以上で、会費に未納・延滞

の無い事業先 

②上記事項が証明できる証明書の交付を商工会議所よ

り受けられる先 

③大阪信用保証協会の保証が受けられること 

④設立後３年以上の法人企業であること 

⑤直近３年分の決算書をご提出いただけること 

その他  

実行手数料は無料とさせていただきます。審査の結果、ご

希望に添いかねる場合がございますのであらかじめご了承

下さい。ご返済の試算や詳しいお借入条件等については、

営業店の融資担当者にお問い合わせ下さい。  

お申込時に   

必要な書類   

・法人 

決算書：直近３期分の原本（写）・税務署の受付印がある

もの、損益計算書、貸借対照表、利益処分計算書、勘定科

目内訳明細書 

商業登記簿謄本：発行後３ヵ月以内の原本 

納税証明書：その１（科目：法人税）・その３の３（税目：

特定不要）各１通 

 

融資限度額  

・ 使途  

 

運転資金または設備資金（転貸、投機資金を除く）  

８,０００万円以内 （運転資金 月商の３ヵ月以内） 

         （設備資金 月商の５ヵ月以内） 

金  利  

優遇金利として当金庫基準金利より 

融資期間 ・１年 ～  ３年 ▲１．５０％ 

〃   ・３年超 ～ ５年 ▲１．２５％ 

〃   ・５年超～10 年 ▲１．００％ 

※平成２７年５月１日現在＝金利情勢により変動しま

す 

融資期間 
・返済方法  

運転資金 7年以内  設備資金 １０年以内 

元金均等分割返済（但し、据置期間は6カ月以内） 

保証料 大阪信用保証協会の保証料が必要です。 
お 問 い 
合 わ せ 先   

営業推進部 TEL 06-6201-2880  保証人 

・担保 
ご融資案件に応じ、相談させていただきます。 

  

商工中金（株式会社商工組合中央金庫）  

ご利用  

できる方  

商工会議所の会員歴が３年以上で以下の要件を 

全て満たす法人の方 

①業歴を３年以上有する方 

②商工中金から本「提携ローン」以外の借入金が 

ないこと 

③既往の取引金融機関からの借入につき延滞または返

済緩和等の条件変更がないこと 

④貸金業、公序良俗に反する事業を営んでいないこと 

＜決算において２期以上の連続経常赤字、債務超過など

の方については、ご希望にお応えできないこともありま

す＞  

融資期間 

・返済方法  

３年以内元金均等分割償還＜月賦方式、利息前払い＞） 

据置期間なし ただし特に必要な場合６ヶ月 

１年未満：手形貸付方式、１年以上：証書貸付方式  

担保  無担保  

保証人  原則として法人の代表者１名  

その他  
原則として商工中金の株主である中小企業の組合員に

加入されていることが必要です。  

融資限度額  

・ 使途  

運転資金  

３,０００万円以内（１００万円単位） 

ただし直近決算における平均月商額以内  

お申込時に

必要な書類  

・借入申込書（所定の様式） 

・企業概要説明書（所定の様式）  

・決算書３期分(最新期分の税務申告書別表と３期分の 

勘定科目明細を添付) 

・直近３ヵ月以内の試算表 

・八尾商工会議所会員証明書 

・日本税理士会連合会の所定のチェックリスト（ある

方のみで結構です） 

・許認可業種であれば証明書等写し、その他審査上必

要な書  類  

金   利  

当金庫所定の利率（商工中金所定の審査により、決定さ

れます） 

・商工会議所会員は、上記利率（商工中金の同種商品利

率）から０．１％優遇します 

・さらに、日本税理士会連合会所定の①中小指針のチェ

ックリスト又は、②中小会計要項のチェックリストの添

付があれば０．３％を優遇します（但し、最低利率を下

限とします）  お問い合わせ先   商工中金東大阪支店 TEL 06-6746-1221  

会員優遇策 金利０．１％優遇  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三菱東京ＵＦＪ銀行  

ご利用  

できる方  

①当行が提携している商工会議所の会員確認書発行を受け

た会員企業様であること 

②業歴２年以上で確定した決算２期分をご提出可能な法人

企業であること 

③最新決算期において債務超過（貸借対象表の＜資本合計

の部＞または＜純資産の部＞がマイナス）でないこと 

④当行の最寄の受付窓口にご来店が可能なこと（地域によ

ってはお取扱いできない場合がございます） 

⑤税金の未納がないこと  

担保  原則無担保  

保証人  
第三者保証不要 

代表取締役の連帯保証が必要  

お申込時に

必要な書類 

八尾商工会議所会員証明書 

※その他必要な書類については別途お知らせいたしま

す。 

融資限度額  

・ 使途  

事業資金  
５００万円～５,０００万円まで（１００万円単位） 

お問い合わせ先   ビジネスローン部 TEL 0120-325-552  
金  利  年２．１％～９．０％（通常年２．３５％～のところ） 

審査結果に応じた当行所定の金利を設定。当行の短期プラ

イムレートに連動して変動  

会員優遇策 金利優遇：年０．２５％ 

融資期間 
・返済方法  

最長３年（１ヶ月～３年） 

※当行とのご融資お取引が一年以上のお客様は５年以内 

１ヶ月毎の元金均等返済 
 

池田泉州銀行 

 Ⅰ Ⅱ  Ⅰ Ⅱ 

ご利用  

できる方  

①３年以上の事業実績

を有する法人 

②最新決算期において

債務超過でないこと 

③当行とのご融資のお

取引がない方 

①２年以上の事業実績を有す

る法人 

②大阪信用保証協会の保証が

受けられる方  

融資期間 

・返済方法  
５年以内・分割返済  ７年以内・分割返済  

担保  不要 

保証人  代表者のみ(第三者保証不要） 

その他  

・ご融資にあたり、当行所

定の審査がございますの

で、予めご承知おき下さ

い。 

・当ファンドは、諸事情に

より取扱いを中止させて

いただく場合がございま

す。 

・ご融資金利は市場金利

の情勢により、変更させ

ていただく場合がござい

ます。  

保証料 保証協会所定の料

率（一括前払方式） 

審査期間 最短３営業日

で審査結果を回答いたし

ます。 

・ご融資にあたり、当行所

定の審査及び信用保証協

会の保証が必要となりま

すので、予めご承知おきく

ださい。  

融資限度額  

・ 使途  

運転資金・設備資金 

５,０００万円以内  ８,０００万円以内 

・他の信用保証協会融資とあわ

せ、無担保で最大１億６千万円

までご利用いただけます。 

・運転資金の場合、直近決算

の平均月商の３ヶ月以内とし

ます。  

金   利  

当所所定の利率  

※所定の利率は審査結

果とご融資期間に応

じ、設定させて頂きま

す。  

当行所定の利率 

※変動金利による取扱いとな

ります。 

※所定の利率は、審査結果と

ご融資期間に応じ、設定させ

ていただきます。  

お申込時に

必要な書類  
八尾商工会議所会員証明書 

お問い合わせ先   
八尾支店 TEL 072-949-1080  

高安支店 TEL 072-998-0066 

会員優遇策 
 

金利優遇０．１％ 

 

  関西アーバン銀行  

ご利用  

できる方  

①会員歴１年以上でお申込時点で会費の未納がないこ

と 

②業歴３年以上の法人のお客様であること 

③関西アーバン銀行でお取引可能なエリアに所在する

こと 

④最新決算期において債務超過でないこと 

⑤お申込時点において税金の未納がないこと  

その他  

・スピード審査（原則３営業日で回答） 

 ただし新規融資取引先については、３営業日を超え

る場合があります。 

・ご融資の際に別途事務手数料５２,５００円が必要で

す。 

・審査の結果、ご希望にそえない場合があります。  

融資限度

額・使途  

運転資金・設備資金  

お申込時に

必要な書類  

   

・八尾商工会議所会員証明書 

・最新の決算書類（税務署の受付印があるもの、原則

３期分） 

・商業登記簿謄本（発行後３ヵ月以内のもの） 

・代表者ご本人を確認できるもの(運転免許証、パスポ

ートなど） 

・最新決算期の納税証明書（その１、３－３） 

 （設備資金の場合）契約書写、見積書など内容がわか

るもの  

３,０００万円以内（但し、月商の２ヶ月以内）  

金  利  

当行所定の金利とさせていただきます。（変動金利） 

会員向けに△0.125％の特別金利優遇を実施いたしま

す。  

融資期間  

・返済方法  

最長５年 

１ヶ月毎の元金均等返済  

お問い合わせ先   

   

八尾支店 TEL 072-991-0172 
担保  原則不要  

保証人  原則法人代表者（代表取締役全員）のみ  
会員優遇策  金利優遇：０.１２５％  

   



京都銀行  

ご利用  

できる方  

①大阪府内に本店または支店登記のある事業所を有し、

決算書２期分が提出可能な中小企業者（法人のみ）  

②大阪信用保証協会の保証が受けられる方  

その他  

保証協会所定の保証料が必要になります。  

ご融資にあたっては、信用保証協会の保証承諾、当行

の融資審査が必要となります。 

融資限度額  

・ 使途  

運転資金・設備資金  

お申込時に  

必要な書類  

   

・八尾商工会議所会員証明書 

・直近の決算書２期分 

・商業登記簿謄本１通 

８，０００万円以内  

金  利 
当行指定の融資利率（変動金利・固定金利の選択可） 

融資期間 
・返済方法  

運転資金：７年以内（措置期間６ヶ月を含む）  

設備資金：１０年以内  元金均等分割返済  

お問い合わせ先   八尾支店 TEL 072-929-1314 担保  不要  

保証人  
法人の代表者のみ  

✱大阪信用保証協会の保証が必要です。  会員優遇策  金利優遇あり  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人・法人企業がご利用できる融資 

 

大正銀行  

ご利用  

できる方  

①八尾商工会議所の会員歴３年以上、会費の未納・

支払遅延がないこと 

②当行支店所在地から概ね１ｋｍ内で当行と融資

取引がないこと  

③売上高が原則１０億円以下で前年比売上減少１

０％以内  

④法人：２期連続経常利益を計上、かつ決算期より

６ヶ月経過している場合は試算表で経常利益を

計上していること  

個人：申告所得が３００万円以上又は専従者給与

を含めて４００万円以上計上していること  

個人・法人共税金に未納がないこと  

⑤直近決算で債務超過でないこと  

⑥法人個人とも直近決算期で繰越損失がないこと  

⑦借入依存率が年商の５０％以内であること  

⑧同一事業を継続して３年以上であること  

融資期間 
 ・返済方法  

３年以内、毎月元金均等返済（据置期間なし）  

担保  不要  

保証人  
法人：代表者の証書面保証 

個人：１名以上の証書面保証  

その他  事務取扱手数料不要  

お申込時に 

必要な書類  

八尾商工会議所会員証明書 

・法人 決算書類一式 直近３期分（税務署受付印があるもの、

附属明細書付） 直近試算表 

・個人 確定申告書 直近３期分（税務署受付印があるもの）  

   

正式申込時  

納税証明書 法人：その１、その３－３  

      個人：その１、その３－２  融資限度額 

・ 使途  

事業資金  

２,０００万円以内かつ 

運転資金 平均月商×２以内 

設備資金 平均月商×５以内  お問い合わせ先  大正銀行 恩智支店 TEL 072-941-9861  

金  利  当行所定の金利（変動金利）  会員優遇策  上限金利が一般融資より低い  

   

紀陽銀行  

ご利用  

できる方  

・当行営業エリア内の事業法人・個人事業主で、同

一事業を３年以上営んでいる方 

・２期分の決算書もしくは確定申告書のご提出が可

能な方で、連続して経常赤字を計上していない方。 

・借入人、代表者、その配偶者もしくはその同居す

る１親等以内の親族が自己名義の不動産（自宅・事

業用不動産に限る）を所有している方 

・本商品を含む事業性総借入額が年商の範囲内であ

る方 

※個人事業主の方の事業性総借入額には、住宅ロー

ンを除く消費者ローンを含めます。 

担保  個別の案件毎に決定します。 

保証人  個別の案件毎に決定します。 

融資限度

額  

・ 使途  

運転資金・設備資金  

１,０００万円以内（証書貸付） 
※建設業の方：300万円以内、不動産業の方：５００万円以内 

その他  
 

お申込時に

必要な書類  

・直近２期分の決算書類（決算書もしくは確定申告書類で税

務署の受付印があるもの) 

・事業計画書（来年度の事業計画について担当者がヒアリン

グさせていただきます。 

・資金使途などの確認資料をお願いする場合があります。 

・八尾商工会議所会員証明書 

金  利  連動金利（短期プライムレート金利） 

融資期間 

・返済方法  

・１年～５年以内（据置期間なし）。但し、農林水

産業は１年以内の据置期間を可とする。（※建設業：

１年以内 ※不動産業：３年以内） 

・元金均等分割返済。ただし、農林水産業は１年以

内の元金一括返済を可とする。 

お問い合わせ先  各支店窓口 

会員優遇策  スピード審査 

   

永和信用金庫  

ご利用  

できる方  

①当庫の審査基準を満たす法人及び個人事業主の

方。 

②八尾商工会議所の会員であること  

融資期間  

・返済方法  

運転資金 ５年以内 設備資金 ７年以内 

毎月元金均等分割返済（一括返済はできません）  

担保  原則不要（担保があれば融資条件が有利）  

保証人  

法人：代表取締役 

個人：不要（第三者保証人の場合は、ご融資の条件が有利にな

ります）  融資限度額  

・ 使途  

事業資金  

１００万円以上５００万円以内（１０万円きざみ）  お申込時に  

必要な書類  
八尾商工会議所会員証明書 

金  利  
当金庫所定の利率 

当金庫所定の基準で決定し、年２回見直します  
お問い合わせ先 永和信用金庫 八尾南支店 TEL 072-994-0025  

会員優遇策     
   



大阪信用金庫 

ご利用  

できる方  

①八尾商工会議所の会員で八尾市内に事業所を有

していること 

②会費の支払振り等開示情報に問題がないこと 

③地区内で同一事業を３年以上経営していること 

④金融業、風俗業等ではなくまた、公序良俗に反し

ていないこと 

⑤直近決算において実質債務超過でないこと（個人

所得は２期連続赤字でないこと） 

⑥申込人または、保証人が不動産を有していること 

⑦不渡り事故等、延滞がないこと  

融資期間  

・返済方法  

・運転資金 ５年以内 設備資金 ７年以内 

・元金均等返済および一括返済  

担保  原則担保不要  

保証人  
法人：代表取締役 

個人：法定相続人１名  

融資限度額  

・ 使途  

運転資金、設備資金  その他 
審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あら

かじめご了承下さい。  

法人：１００万円以上１,０００万円以内 

個人：１００万円以上 ５００万円以内 お申込時に  

必要な書類  
八尾商工会議所会員証明書 

金  利  ３．５％（固定金利）  お問い合わせ先 営業店支援部 ＴＥＬ0120-892-160 

会員優遇策   通常は変動金利であるが、固定金利を適用 

 

近畿大阪銀行  

 新型長期無担保融資Ⅰ  

ご利用  

できる方  

   

①八尾商工会議所の会員であること 

②大阪信用保証協会の保証が受けられる方 

③決算書を２期以上提出していただける法人もしく

は確定申 告書を２期以上提出していただける個人

事業主  

その他  

   

・スピード審査(原則３営業日で回答） 

  

ただし新たに融資取引を開始するお客さまは審査回答が３

営業日を超えます。  

お申込時に  

必要な書類  

・八尾商工会議所会員証明書 

・税務申告書（直近２期分） 

・決算書もしくは確定申告書（直近２期分）  
 

融資実行時に必要な書類については別途お知らせします。 

融資限度額  

   

 法人：最大８,０００万円以内 

個人事業主：申告区分により融資限度額が異なります  

・直近確定申告で「貸借対照表」「損益計算書」を添付

して青色申告している方８,０００万円以内  

・直近確定申告で「損益計算書」を添付して青色申告し

ている方３,０００万円以内  

・直近確定申告で「収支内訳書」を添付して白色申告し

ている方１,２５０万円以内  

※但し、直近決算（確定申告）における平均月商３ヵ月

分の範囲内となります（設備資金の場合は除く） 

資金使途  事業資金（運転・設備資金）  

金  利  

当社所定金利 

※審査結果に応じて金利を決定させていただきま

す。  お問い合わせ先  
近畿大阪銀行 お取引店   

   
融資期間 
・返済方法  

・最長７年 

・１ヶ月の均等返済（６ヶ月以内の据置可）  

会員優遇策   
金利優遇  法人    ０．１％  

   

個人事業主 ０．３％  
担保・  

 保証人  

不要  

法人：代表者  

個人事業主：不要  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



のぞみ信用組合  
   プレミアム500  プレミアム250     プレミアム500  プレミアム250  

ご利用  

できる方  

①現在、当組合各部店所在地内で５年以上継続して

同一事業を営んでいる法人・個人事業者であるこ

と 

②八尾商工会議所会員歴が３年以上で会費を完納し

ていること 

③個人事業者－府市町村税が前年の所得水準に応じ

て課税される所得割であること。法人事業者－法

人市町村民税が前年の法人税額に応じて課税され

る法人税割であること 

④直近決算において、債務超過でないこと 

⑤その他、当組合の審査基準を満たしていること  

融資期間 
 ・返済方法  

５年以内、毎月元金均等分割返済（据置期間６ヶ月以内）  

担保  原則不要  

保証人  
法人事業者の場合は代表者 

個人事業主の場合は原則、配偶者または後継者  

その他  融資実行手数料不要  

お申込時に 
必要な書類  

①八尾商工会議所発行の証明書 

②直近の決算書・申告書（２期分） 

③納税証明（最近決算期）  

 個人事業者－その１、その３の２  

 法人事業者－その１、その３の３  

④法人事業者－定款・商業登記簿謄本（履歴全部事項）、

個人事業者－住民票（抄本） いずれも発行後３ヶ月以内

のもの 

⑤その他、借入に際し必要な書類  

会員歴3年以上  

（会費完納）  

新規会員も可 

融資限度額 
・ 使途  

事業資金  

500万円以内  250万円以内  

金  利  
6.15%～6.60%  6.60%～7.35%  お問い合わせ先   八尾支店 TEL 072-922-0748  

年２回見直しの短プラ（当組合所定）連動変動金利  会員優遇策  融資実行手数料不要  
 

大阪商工信用金庫 

ご利用  

できる方  

次のいずれの要件にも該当する法人及び個人事業

者 

①八尾市内で３年以上、同一事業を経営している方 

②商工会議所の会費の支払い振りに問題のない方 

③直近決算において債務超過でない方  

担保  不要  

保証人  

（法人のお客様）・・・原則代表者及び実質的な 

経営権を有している方 
（個人事業主のお客様）・・・同一事業に従される配偶者の方

または事業承継者の方１名 

その他 

・審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あ

らかじめご了承下さい。 
・当金庫に融資口座の無い方は別途、新規融資先事務取扱手数

料21,６00円がかかります。 

融資限度額  

・ 使途  

運転資金・設備資金  

お申込時に 
必要な書類  

・会員証明書 

・法人のお客様・・・決算書３期分 

・個人事業主のお客様・・・確定申告書３期分 

※その他必要書類については、取扱店にお問合せください。 

１００万円～１,０００万円 

金  利  当庫所定の金利(変動金利)  
お問い合わせ先 

・八尾南支店 TEL 072-949-1811 
・加美支店   TEL 06-6794-0011 

融資期間  

・返済方法  

元金均等返済５年以内 
（据置６ケ月以内を含む） 
一括返済１年以内  

会員優遇策  

スピード審査(原則、３営業日以内に審査結果を回答) 
但し、新規融資取引先については３営業日を超える場合があり

ます。  
 

第三銀行 

ご利用  

できる方  

次の条件をすべて満たす個人事業主または法人代表

者・役員の方 

①八尾商工会議所の会員である方（法人代表者の場   

合は、法人が会員である方） 

②お申し込み時の年齢が満20歳以上、完済時満 

81歳未満の方 

③安定継続した収入がある方 

④当行の営業区域内に自宅または事業所がある方 

⑤保証会社である(株)クレディセゾンの保証が得 

られる方  

⑥東京支店、大阪支店ではお取扱いしておりません。 

その他  

・申告書や見積書は不要です。 

・お申込みに際しては、当行所定の審査をさせていただき、 

審査結果によってはご融資をお断りさせていただく場合

がございますので、あらかじめご了承ください。 

お申込時に  

必要な書類  

・八尾商工会議所発行の会員証明書 
・ご本人確認書類（運転免許証、パスポートなど） 

融資限度

額・使途 

事業性資金  

１０万円～5００万円以内（１万円単位） 

金  利  

審査により、次のいずれかの金利となります。 

年 4.8％、年 7.8％、年 9.8％、年 12.8％ 

（固定金利、保証料込） 

※金融情勢により、金利を見直す場合がございま

す。 

融資期間 
・返済方法  

6か月以上１０年以内（1か月単位） 

毎月元利均等返済 お 問 い 
合わせ先   

八尾支店 TEL 072-997-1120 

  
担保 不要  

会員優遇策   金利優遇：年０．５％  
保証人 不要 

   


